２０２５年6月10日改定
送研中部支部　安全部会
安全部会パトロール実施要領
１．適用範囲
　　　この要領は、送電線建設技術研究会（以下送研という）中部支部安全部会の事業計画に基づいて実施する中部電力パワーグリッド株式会社（以下中電PGという）管内の安全パトロールに適用する。
２．パトロールの地域区分と班編成
（１）パトロールの地域区分
　　　　中電PG旧組織（２０２３年４月）の支社別に次の６ブロックに区分する。
　　　・名古屋地区　・静岡地区　・三重地区　・岐阜地区　・長野地区　・岡崎地区
　　　※名古屋地区には、基幹系統建設センター（以下基幹建という）を含む。
（２）班編成
　　①班編成は、普通会員、地区幹事、施工会社で構成し、名古屋地区をA・Bの２班に分け７班編成とする。（下表による）
　　　②各班には、安全部会幹事会社からパトロール幹事及び同副幹事を置く。
　【地区別班編成表】
	地区別
班編成
	班の構成メンバー

	
	幹

事
	副
幹
事
	構成会社
	地区幹事
	施工会社

	名古屋
	A
	川北電気
	ヒメノ
	シーテック
	名東電気
	メイワイーシー
	栗原工業
	
	
	
	〇
	〇

	
	B
	シーテック
	東光電気
	白川電気
	名光電気
	岳南建設
	かんでんエンジニア
	
	
	
	〇
	〇

	静岡
	東光電気
	川北電気
	日本電設
	湘南送電
	日本リーテック
	東亜電気
	シーテック
	エフトック
	共和テクノ
	〇
	〇

	三重
	ヒメノ
	栗原工業
	佐藤建設
	サンテック
	鈴鹿テクト
	きんでん
	シーテック
	
	
	〇
	〇

	岐阜
	名光電気
	シーテック
	JPハイテック
	中部電気
	安松谷組
	りゅうでん
	笹島工業
	坂上建設
	
	〇
	〇

	長野
	メイワイーシー
	岳南建設
	中川電気
	長野愛知
	南電気
	第一電機
	シーテック
	上村電建
	
	〇
	〇

	岡崎
	白川電気
	名東電気
	住友電設
	大東電業
	東海工営
	弘電社
	ＥＴＳホールディング
	シーテック
	
	〇
	〇


（３）特別参加
　　　　パトロールの特別参加者として、パトロール実施件名の工事担当箇所である中電PG各支社送電グループ及び基幹建送電施設グループ・工事所の工事関係者とする。
　　　※工事関係者とは、送電グループ長・副長・担当者及び安全担当をいう。
３．パトロールの実施要領
（１）パトロール実施の手順　　　●：決定・確認　◎：実施者　〇：調整・協議者
	　　　役割

手　順
（上段→下段の順）
	中電PG
（工事担当箇所）
	地　区

幹　事
	パトロール
幹事・副幹事
	工事施

工会社
	パトロール構成会社
	安全部会委員長
	送　研
　
事務局

	パトロール件名の選定
	〇
協議
	◎
選定
	〇
協議
	〇
協議
	
	
	

	パトロール実施計画の作成・決定
	〇
協議
	〇
協議
	◎
作成
	〇
協議
	
	●
決定
	

	案内文書作成
及び送付依頼
	
	（パトロール構成会社への案内の送付）

	◎
	
	（幹事より送研事務局へ案内文書の送付依頼）

	
	

	案内文書の送付
	
	
	
	
	
	
	◎

	パト参加者の報告
	
	
	（報告はパトロール幹事へ）

	
	◎
	
	

	パトロールの実施
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	
	

	パトロールの実施結果報告書作成
	〇
	〇
	◎
まとめ
	◎
処置
	〇
	●
報告書確認
	

	報告書の送付依頼
	
	（パトロール参加者への報告書の送付）

	◎
	
	
	
	

	報告書の送付
	
	
	
	（幹事より送研事務局へ報告書の送付依頼）

	
	
	◎

	送研HP掲載依頼
	
	
	◎（パトロール幹事から送研事務局へ依頼）

	
	
	
	

	HP掲載
	
	
	
	
	
	
	◎

	安全大会報告
	
	
	◎
	
	
	
	


（２）実施要領
　　①パトロール件名の選定及び実施頻度
・各ブロックの地区幹事は、中電PGから半期毎に提供される「件名一覧表」を
　参考に関係者（中電PGの工事担当箇所、パトロール幹事及び副幹事、工事施
工会社）と協議し、パトロール実施件名を選定する。
ただし、基幹建の工事の内、安全協議会を設置する大規模工事は極力除外する。
（例：東名古屋東部線リフレッシュ工事）
・パトロール実施回数は、班編成毎に年１回以上とする。
　　②パトロール計画の作成及び決定
　　　・パトロール幹事及び副幹事は、選定したパトロール件名について、工事の進捗等を勘案し、関係者（中電PG、地区幹事、工事施工会社）と調整し、パトロール計画（実施時期、場所、出席者等）を作成するともに、安全部会幹事経由で安全部会委員長の確認を得る。
　　　・安全パトロールの視点として、年度毎に「安全パトロールの重点項目」を定め
　　　　マンネリ化の改善と危機管理意識の向上を図る。


　　➂パトロールの準備
　　　・パトロール幹事及び副幹事は、施工会社及び地区幹事の協力を得て、工事概要
　　　　等の書類の準備、打合せ会場や昼食の手配を行う。
　　④パトロール参加者への案内
・パトロール幹事及び副幹事は、パトロール実施案内文書（別紙様式１）を作成
し、送研中部支部事務局に提出し、パトロール参加会社への送付を依頼する。
・送研事務局は、下記のパトロール参加会社宛てにＥメールで送付する。
〇中電PG工事担当箇所宛て（工事担当箇所長・工事担当者（作業管理者）・安
全担当）
〇パトロール構成メンバー会社宛て（パトロール構成会社安全委員・地区幹事・
施工会社）
　　　※パトロール参加会社へ案内の発送は、送研事務局へ依頼としているが、パトロ
ール幹事及び副幹事と送研事務局との協議により、パトロール幹事及び副幹事
からでも可とする。
⑤パトロールの実施
・パトロール実施前に施工会社（現場責任者）より工事概要や工事現場での注意
事項等の説明を受ける。また、パトロール幹事よりパトロールの視点の説明を
行うとともに「パトロールチェック表」を配布しこれに基づきパトロール実施
する。
　　・パトロール終了後、パトロール者の講評をもとに検討会を実施する。
・検討会は、パトロール幹事の司会で行い、パトロール副幹事及び地区幹事は、
書記等を行うなど幹事を補佐する。
　　⑥パトロール結果の報告
・パトロール幹事及び副幹事は、検討会の内容に基づき「パトロール実施結果報告書」（別紙様式３）を作成する。　
なお、パトロール実施結果において、「指摘事項、指導事項及び要望事項等」が
あった場合は、施工会社側に処置及び対策等を樹立していただくとともに報告書
の「処置・対策・その他」欄に記載してもらう。
・パトロール幹事及び副幹事は、別紙様式３の報告書に「パトロール実施結果報
告書（ご報告）（別紙様式２）を添えて、安全部会幹事経由で安全部会委員長に
報告するとともに、送研事務局に送付する。
・送研事務局は、パトロール結果報告書をパトロール参加会社（中電PGの参加
者、施工会社の現場責任者、安全委員・地区幹事）に送付するとともに送研中
部のホームページに掲載する。送研中部支部全会員へは、ホームページ掲載及び
安全大会での報告とする。
　　 ※パトロール結果報告書のパトロール参加会社への送付については、送研事務局
としているが、協議によりパトロール幹事及び副幹事からでも可とする。

（３）パトロールの総括管理
　　　　パトロールを円滑かつ計画的に推進するため、パトロール幹事の中から総括責任者を選任し、下記の総括管理を行う。
　　　＜パトロール総括責任者の任務＞
　　　・各ブロックのパトロール実施計画並びに実施状況等を掌握し、定期的に管理状況を部会に報告する。
・各ブロックのパトロール実施結果を集約し、安全大会で報告する。
・その他パトロール全般に係る事項の調整。　
	パトロール総括責任者（正）
	パトロール総括責任者（副）

	(株)シーテック
	川北電気工業（株）


　　　＜パトロール総括責任者＞
　　
　　　　

４．その他
（１）パトロールの必要な経費について
　　　・交通費は、参加者負担とし、昼食・飲み物代は、安全部会の負担とする。
　　　・昼食・飲み物代は、１人当たり１８００円程度とし、パトロール幹事は、領収
書（宛名：送研中部支部安全部会）を送研事務局へ提出し精算する。　
　　
５．添付資料
（１）安全パトロール実施案内文書及び報告書（様式№１，２）
（２）安全パトロール実施結果報告書（様式３）
（３）安全パトロール報告写真（№１）
（４）安全パトロール報告写真（指摘事項・要望事項に対する処置報告）（№２）
以　上
